
お
願
い

①
農
業
所
得
の
申
告
を
す
る
人
は
、

必
ず
「
収
支
内
訳
書
」ま
た
は「
月

別
集
計
表
」を
作
成
し
て
、
当
日
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

②
医
療
費
控
除
の
あ
る
人
は
、
領

収
書
な
ど
を
個
人
別
、
医
療
機
関

別
、
日
付
順
に
分
け
て
集
計
し
、

当
日
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
農
業
所
得
の
申
告
を
す
る
人
で
、

「
収
支
内
訳
書
」ま
た
は「
月
別
集
計

表
」を
作
成
し
て
い
な
い
人
、
ま
た
、

医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
で
集
計

を
し
て
い
な
い
人
は
、
申
告
相
談

の
時
間
短
縮
の
た
め
、
会
場
で
ご

本
人
に
集
計
し
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
、
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

※
土
地
・
建
物
や
株
式
な
ど
の
譲

渡
、
先
物
取
引
・
山
林
所
得
、
雑
損

控
除
、
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

（
１
年
目
）の
あ
る
人
は
、
直
接
庄

原
税
務
署
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

市
・
県
民
税
の

申
告
相
談
が

２
月
16
日
㊍

か
ら
始
ま
り
ま
す

※マイナンバーカード（個人番号カード）の写しを添付する場合は、表面および裏面の
写しが必要となります。

本人確認書類

マイナンバーカード（個人情報カード）をお持ちの方
●マイナンバーカードだけで、本人確認（番号と身元の確認）が可能です。

番号確認書類

＋

身元確認書類
《本人のマイナンバーを確認できる書
類》
●通知カード
●住民票の写しまたは住民票記載事
項証明書（マイナンバーの記載があ
るものに限ります。）
などのうちいずれか１つ

《記載したマイナンバーの持ち主であること
を確認できる書類》
●運転免許証　●公的医療保険の被保険者証
●パスポート　●身体障害者手帳
●在留カード
上記書類をお持ちでない場合はご連絡くださ
い。

マイナンバーカードをお持ちでない方

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）

を
申
告
書
な
ど
に
記
載
し
提
出
す

る
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
提
供
す
る
）

場
合
に
は
、「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個

人
番
号
）の
確
認
」と「
本
人
確
認
」

を
行
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
申
告
書
の
提
出
に
あ

た
っ
て
は
、
申
告
す
る
方
全
員
分

の
本
人
確
認
の
た
め
の
書
類
の
写

し
を
添
付
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

あ
ら
か
じ
め
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
（
個
人
番
号
カ
ー
ド
）」
ま
た
は
、

「
通
知
カ
ー
ド
」
と
「
身
元
確
認

書
類
」
の
写
し
を
忘
れ
ず
に
準
備

し
て
く
だ
さ
い
。（
郵
送
で
の
提
出

の
場
合
も
写
し
の
添
付
が
必
要
で

す
。）

　

な
お
、
申
告
内
容
に
よ
っ
て
は
、

写
し
が
必
要
な
く
、
お
返
し
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

　

市
・
県
民
税
の
申
告
相
談
を
、
2
月
16
日
㈭
～
3
月
15
日
㈬
の
期
間
で

行
い
ま
す
。
申
告
が
必
要
と
な
る
人
は
、
期
間
内
に
忘
れ
ず
に
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。
申
告
相
談
の
日
程
は
広
報
１
月
号
に
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、

ご
確
認
の
う
え
、
必
ず
受
付
時
間
内
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

税
務
課
市
民
税
係　

☎
０
８
２
４
‐
73
‐
１
１
４
６

　
　
　
　
　
　

ま
た
は 

各
支
所
市
民
生
活
係

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
確
認
と

本
人
確
認
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
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